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３
月
14
日
、
二
〇
一
三
年
度
新
賃
金
回

答
が
Ｊ
Ｒ
東
日
本
よ
り
示
さ
れ
ま
し
た
。

国
労
東
日
本
本
部
は
、
回
答
に
対
し
て
、

政
府
が
進
め
る
経
済
対
策
へ
の
協
力
が
な

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
過
去
最
高
の
経
常

利
益
、
四
半
期
純
利
益
を
確
保
し
た
こ
と

が
反
映
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
等
を
主
張

し
、
極
め
て
不
満
の
残
る
回
答
で
あ
る
と

表
明
し
ま
し
た
。
加
え
て
、
日
々
の
安
全
・

安
定
輸
送
を
支
え
る
現
場
の
労
働
者
の
期

待
に
応
え
る
水
準
で
は
な
い
と
批
判
し
、

再
考
を
求
め
ま
し
た
。

会
社
側
は
、
精
力
的
に
検
討
を
進
め
て

き
た
結
果
で
あ
り
、
被
災
線
区
の
復
旧
・

復
興
の
途
上
で
あ
る
中
で
の
判
断
で
あ
る

こ
と
、
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
最
終
回
答
で

あ
る
と
組
合
側
へ
理
解
を
求
め
ま
し
た
。

東
日
本
本
部
と
し
て
は
、
重
ね
て
不
満

を
表
明
し
つ
つ
、
「
持
ち
帰
り
検
討
す
る
」

と
し
、
団
体
交
渉
を
終
了
し
ま
し
た
。

※
賃
上
げ
要
求
第
３
項
以
下
の
会
社

側
回
答
（
◆
は
組
合
側
要
求
主
旨
）

３
．
第
２
基
本
給
の
廃
止

【
会
社
側
回
答
】

・
第
２
基
本
給
の
廃
止
に
つ
い
て
は
、

現
行
で
妥
当
と
考
え
て
お
り
、
変
更

す
る
考
え
は
な
い
。

◆
現
在
の
第
２
基
本
給
の
仕
組
み
は
、

Ｊ
Ｒ
東
日
本
が
発
足
を
し
た
一
九
八

七
年
４
月
を
起
点
に
計
算
さ
れ
る
仕

組
み
と
な
っ
て
い
る
。
将
来
的
に
は
、

退
職
金
に
も
重
大
な
影
響
を
与
え
る

だ
け
に
、
こ
の
よ
う
な
第
２
基
本
給

制
度
は
早
急
に
廃
止
す
る
こ
と
が
職

場
に
働
く
社
員
共
通
の
切
実
な
要
求

で
あ
る
。
廃
止
を
強
く
求
め
る
。

４
．
60
歳
以
上
の
エ
ル
ダ
ー
社
員
に

つ
い
て
は
、
59
歳
時
の
基
本
給
を
ス

ラ
イ
ド
さ
せ
る
こ
と
。

【
会
社
側
回
答
】

・
エ
ル
ダ
ー
社
員
の
賃
金
に
つ
い
て

は
、
現
行
で
妥
当
と
考
え
て
お
り
、

変
更
す
る
考
え
は
な
い
。

◆
65
歳
定
年
制
を
展
望
し
て
、
59
歳

時
の
基
本
給
を
そ
の
ま
ま
ス
ラ
イ
ド

さ
せ
る
べ
き
。

５
．
「
グ
リ
ー
ン
ス
タ
ッ
フ
就
業
規

則
」
及
び
「
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
ス
タ
ッ

フ
就
業
規
則
」
を
改
め
、
契
約
社
員

及
び
パ
ー
ト
社
員
に
つ
い
て
も
、
社

員
に
準
じ
て
賃
金
を
引
き
上
げ
る
こ
と
。

【
会
社
側
回
答
】

・
グ
リ
ー
ン
ス
タ
ッ
フ
、
テ
ン
ポ
ラ

リ
ー
ス
タ
ッ
フ
の
賃
金
に
つ
い
て
は
、

現
行
水
準
で
妥
当
と
考
え
て
お
り
、

見
直
す
考
え
は
な
い
。

◆
グ
リ
ー
ン
ス
タ
ッ
フ
、
テ
ン
ポ
ラ

リ
ー
ス
タ
ッ
フ
の
賃
金
水
準
は
、
正

社
員
と
比
べ
て
著
し
く
低
い
こ
と
か

ら
、
同
一
労
働
同
一
賃
金
の
原
則
を

踏
ま
え
、
同
様
の
水
準
に
改
善
す
べ
き
。

※
二
〇
一
三
年
度
夏
季
手
当
要
求
第

３
項
以
下
の
回
答

（
◆
は
組
合
側
要
求
主
旨
）

３
．
現
行
の
支
払
条
件
な
ど
を
以
下

の
通
り
改
善
す
る
こ
と
。

①
「
成
績
率
」
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

「
増
減
額
」
に
つ
い
て
一
〇
／
一
〇

〇
を
限
度
と
し
て
改
訂
、
実
施
す
る

こ
と
。

【
会
社
側
回
答
】

・
「
成
績
率
」
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

民
間
他
社
と
比
較
し
て
も
妥
当
で
あ

り
、
現
行
制
度
を
見
直
す
考
え
は
な
い
。

◆
賃
金
規
程
一
四
五
条
で
は
、
期
末

手
当
に
お
け
る
成
績
率
の
増
減
の
上

限
が
15
％
と
な
っ
て
い
る
が
、
裁
量

の
幅
が
き
わ
め
て
大
き
い
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
。
特
に
、
増
額
す
る
場

合
の
「
勤
務
成
績
が
極
め
て
優
秀
な

者
」
の
判
断
基
準
は
不
透
明
で
あ
り
、

看
過
で
き
な
い
こ
と
か
ら
、
10
％
を

限
度
と
す
べ
き
で
あ
る
。

②
満
55
歳
以
上
の
社
員
に
つ
い
て
は
、

満
55
歳
に
達
す
る
日
の
属
す
る
月
の

末
日
に
お
け
る
基
準
内
賃
金
の
三
．

二
カ
月
分
を
支
払
う
こ
と
。

【
会
社
側
回
答
】

・
55
歳
以
上
の
期
末
手
当
に
つ
い
て

は
、
基
準
日
現
在
の
支
給
方
法
は
妥

当
で
あ
り
、
現
行
制
度
を
見
直
す
考

え
は
な
い
。

◆
現
行
制
度
で
は
、
満
55
歳
以
上
の

社
員
の
賃
金
は
経
過
措
置
を
含
め
減

額
扱
い
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

手
当
支
給
の
基
準
と
し
て
減
額
前
の

賃
金
ベ
ー
ス
で
計
算
す
べ
き
。

４
．
グ
リ
ー
ン
ス
タ
ッ
フ
社
員
に
つ

い
て
は
、
社
員
に
準
じ
た
取
り
扱
い

を
行
う
こ
と
。

【
会
社
側
回
答
】

・
グ
リ
ー
ン
ス
タ
ッ
フ
社
員
に
つ
い

て
は
、
精
勤
手
当
を
支
給
す
る
こ
と

と
し
て
お
り
、
現
行
制
度
を
変
更
す

る
考
え
は
な
い
。

◆
グ
リ
ー
ン
ス
タ
ッ
フ
社
員
は
、
正

社
員
と
同
様
の
業
務
実
態
に
あ
り
な

が
ら
、
賃
金
、
期
末
手
当
に
お
い
て

は
正
社
員
よ
り
も
低
水
準
に
留
め
置

か
れ
て
い
る
。
私
た
ち
は
、
希
望
す

る
者
す
べ
て
が
正
社
員
化
さ
れ
る
こ

と
を
求
め
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も

賃
金
、
期
末
手
当
に
つ
い
て
は
正
社

員
に
準
じ
た
取
り
扱
い
を
す
る
べ
き

で
あ
る
。
改
善
を
求
め
る
。

①２０１３年度新賃金 『定期昇給は昇給係数４実施、ベアゼロ』
②２０１３年度夏季手当
●支払い基準額 基準内賃金×２．８５箇月（昨年比０．３箇月増）
●支 給 日 ６月２８日（金）以降準備でき次第支払
●平均支給額 ９７２，０００円
③その他 口頭回答
◆グリーンスタッフの精勤手当について
平成２５年度中に雇用契約期間満了を迎える社員に２０，０００円を加算する。
◆エルダー社員の精勤手当について
平成２５年１２月１日に在籍するエルダー社員の年末支給額に２０，０００円を加算する。

国
労
東
日
本
本
部
は
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
会
社
か
ら
示
さ
れ

た
二
〇
一
三
年
度
新
賃
金
・
夏
季
手
当
の
回
答
に
つ
い
て

持
ち
帰
り
検
討
し
て
き
た
結
果
、
取
り
扱
い
に
つ
い
て
国

労
本
部
と
も
協
議
を
行
い
、
３
月
15
日
に
妥
結･

整
理
を

は
か
り
ま
し
た
。

回
答
内
容
は
、
「
業
績
、
取
り
巻
く
経
営
環
境
、
中
長

期
的
な
見
通
し
な
ど
を
総
合
的
に
見
極
め
な
が
ら
、
こ
れ

ま
で
慎
重
に
検
討
を
重
ね
て
き
た
」
結
果
、
賃
金
改
善
は

ゼ
ロ
回
答
、
定
期
昇
給
は
昇
給
係
数
４
、
夏
季
手
当
二
．

八
五
ヵ
月
分
と
い
う
極
め
て
低
い
水
準
に
と
ど
ま
り
ま
し
た
。

今
回
の
回
答
は
、
安
倍
政
権
に
よ
る
デ
フ
レ
脱
却
、
経

済
再
生
を
め
ざ
す
政
策
に
逆
行
す
る
ば
か
り
か
、
第
３
四

半
期
決
算
に
お
い
て
経
常
利
益
、
四
半
期
純
利
益
が
過
去

最
高
と
な
っ
た
こ
と
を
無
視
す
る
か
の
よ
う
に
、
社
員
へ

の
還
元
を
抑
え
込
も
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
り
、
Ｊ
Ｒ
東
日

本
の
社
会
的
責
任
を
果
た
す
回
答
と
は
言
え
ま
せ
ん
。
あ

ら
た
め
て
、
極
め
て
不
満
な
回
答
で
あ
る
こ
と
を
表
明
す

る
も
の
で
す
。

夏
季
手
当
に
つ
い
て
は
昨
年
度
比
で
〇
．
三
ヵ
月
増
の

回
答
と
な
り
、
グ
リ
ー
ン
ス
タ
ッ
フ
の
精
勤
手
当
に
つ
い

て
の
二
〇
，
〇
〇
〇
円
の
加
算
、
エ
ル
ダ
ー
社
員
の
精
勤

手
当
に
つ
い
て
の
二
〇
，
〇
〇
〇
円
の
加
算
を
回
答
し
た

点
に
つ
い
て
は
、
組
合
側
の
主
張
を
一
部
受
け
入
れ
た
も

の
と
前
向
き
に
受
け
と
め
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
回
答
指

定
日
15
日
の
前
日
に
回
答
が
示
さ
れ
た
点
に
つ
い
て
も
、

世
間
動
向
と
足
並
み
を
合
わ
せ
た
対
応
と
し
て
受
け
と
め

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

以
上
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、
東
日
本
本
部
執
行
委
員
会

と
し
て
は
、
３
月
15
日
の
臨
時
執
行
委
員
会
に
お
い
て
、

組
合
員
の
生
活
設
計
等
を
考
慮
す
る
と
と
も
に
、
引
き
続

き
賃
金
・
期
末
手
当
改
善
を
強
く
求
め
て
い
く
こ
と
を
確

認
し
、
妥
結･

整
理
を
図
る
こ
と
を
決
定
し
て
い
ま
す
。


